
様式１ 

 

 

埼 玉 県 中 小 企 業 制 度 融 資 申 込 書 
  年  月  日 

  次のとおり融資の申込みをします。 

 

 本 店 〒       ℡ 

 所在地 

（開業者住所）                                                     

法 人 名・ 

個人の屋号                           

 支 店  〒       ℡ 

 所在地 

（開設所在地）                                                     

代表者名 
 又 は                          ㊞ 
申込者名                            

個人情報の取扱いについての同意確認（□に 印を付けてください。） □ 「個人情報の取扱いについて」を読み、内容に同意します｡ 
 

申込資金（希望資金等の□に 印を付けてください。⑦事業承継特別貸付、⑪産業立地貸付、⑭の２経営あんしん資金【経営改善おうえん特例】、⑮企業パワーアップ資金は

別様式です。） 

事業資金 産業創造資金 

 
①一般貸付（□個人・会社 □組合）  ⑥□経営革新計画促進貸付 

②短期貸付（□個人・会社 □認定組合 □認定組合員）＊１ 限度額確認   ⑧□事業承継支援貸付  

③□小規模事業資金 ＊２ 現地調査要否確認  ⑨社会貢献企業等優遇貸付（□個人・会社 □組合） 

【個人事業者で特別小口保険希望】：□有 ＊３ 特別小口保険要件確認   □多様な働き方実践企業  □シニア活躍推進宣言企業 

【経営革新企業特例】：□有   □障害者雇用 □ＳＤＧs □企業価値向上  

④起業家育成資金（うち再挑戦□ うちスタートアップ□) ＊２ 現地調査要否確認    □パートナーシップ構築宣言 □ＢＣＰ 

 □個人（開業前） □会社設立予定 □分社化計画   ⑩□海外投資貸付 

 □個人（開業後） □会社     □分社     ⑫経営安定資金 

⑤設備投資促進資金   大臣指定等貸付 知事指定等貸付 

 □人手の省力化  □シニア・女性・障害者等職場環境整備   □指定企業 □災害復旧  □指定企業 □災害復旧 

 □カーボンニュートラル  □ＤＸ推進  □事業再構築    □特定業種 □金融円滑化  □特定業種 □金融円滑化 

 ⑭経営あんしん資金 □売上等減少 □売上等減少見込み 

 ⑯□借換資金 
 

 資 金 使 途 （下のいずれかに○を付け、具体的に記入してください。） 
申込金額 

十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一 

円 

設 備 

･ 

運 転 

具体的に 
 

融 資 希 望 
金 融 機 関 

 
                          支店 
  ℡ 

借入希望期間 
        年      か月 
  （      年      か月据置     回払） 

営業等に必要な許認可（名称・名義・番号・年月日） 資金の必要時 年  月 資 金 計 画 金 額（千円） 

業種 

 
制 度 融 資  

自 己 資 金  

資本金(元入金)                               千円 
創業年月日                年     月    日 
法人設立年月日                年     月    日 
県内営業実績                年     か月 

営業品目 制度融資以外の 
借 入 金 

 

合 計  

前 期 売 上 高 
前期税引後利益(所得) 

                       千円 

                       千円 
従業員数 

常時① 臨時② 計（①＋②） 役員(家族) 

         人     人     人      人 
 

受付機関記入欄 

 

 

 

 

＊１ 受付機関にて、次の項目を実施  □限度額を超過していない旨の確認（ヒアリング含む）  □（認定組合員のみ）様式３０の送付 
＊２ 次のいずれにも 印がつかない場合、現地調査報告書（様式２６）を作成 

□④起業家育成資金で開業後１年以上又は分社化の場合 
□金融機関取引(事業貸付・手形割引・当座預金)６か月以上  □経営指導６か月以上  □１年以内に制度融資・公庫融資受付及び実行 
□商工会議所・商工会会員１年以上  □その他営業実態把握（                                ） 

＊３ 小規模事業資金の個人事業者で特別小口保険希望有の場合  □利用可（納税証明書等確認添付） □不可 
※ 確定申告書 □税務署提出（□収受印等あり □収受印等なし） □電子申請(受信通知)  □商工団体受付  □市町村受付(収受印) 

受 付 機 関 用 

※組合が申し込む場合、 
 受付機関は中小企業団体中央会 

受
付
機
関
名 

 
              ㊞ 
 
       年   月   日 

担当者                            

□借換 □再借換 

□再借換 

見本 
（原本は受付機関にて配布） 







様式１－２  

金 
融 
機 
関 
名 

 
       年  月  日 
 

 担当者 

 

 
埼玉県中小企業制度融資申込書（金融機関受付用） 

 
  年  月  日  

 次のとおり融資の申込をします。  

 本 店 〒     ℡ 

 所在地 

  社 名 

 (商 号) 

 支 店 〒     ℡ 

 所在地 

  代表者名 

 (申込者名)                    

個人情報の取扱いについての同意確認 
（□に✓印を付けてください。） 

  □ 別紙「個人情報の取扱いについて」を読み、内容に同意します｡ 

 

申込資金（希望資金の□に✓印を付けてください。） 

  ⑦ 産業創造資金（事業承継特別貸付） □事業承継特別保証 □経営承継借換関連保証 

  ⑭の２ 経営あんしん資金【経営改善おうえん特例】（□ＳＮ保証５号 □一般保証） 

  ⑮ □ 企業パワーアップ資金 
 

 申込 
 

 金額 

  億    千万 百万 十万 万 千 百 十 一

円  資金使途 
（下のいずれかに○を付け、具体的に記入してください。） 

 融資希望金融機関 
                                          支店 
   ℡ 

設 備 

・ 

運 転 

 具体的に 

 借入希望期間 
 

          年    か月 
 （   年   か月据置   回払） 

 資金の必要時           年    月  業種  資 金 計 画    金額（千円） 

 営業等に必要な許認可 
 （名称・名義・番号・年月日）  制 度 融 資  

 自 己 資 金   営業品目 

 制度融資以外の 
 借  入  金   資本金(元入金)                       千円 

 創 業 年 月 日          年   月   日 
 法人設立年月日           年   月   日 
 県内営業実績           年   か月 

 合    計  

 従 
 業 
 員 

常時① 臨時② 計（①＋②） 役員（家族） 
 前 期 売 上 高  
 前期税引後利益(所得) 

                    千円 
                    千円          人     人      人      人 
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様式４４－１ 

【要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経営改善おうえん特例】用】 

                           令和  年  月  日 

売上高減少要件確認書 

 

                   住  所 

                   法 人 名 

                   代表者名 

                   又は氏名                        

                     

 私は、要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経営改善おうえん特例】（以下「本資金」

という。）を利用するにあたり、本資金所定の売上高減少要件を満たしていることを宣誓いたしま

す。                                          

＜売上高減少要件＞ 

「（Ａ）最近１か月間の売上高」が「（Ｂ）前年同月の売上高」と比較して５％以上減少している

こと。 

 （Ａ）最近１か月間の売上高＊１ （Ｂ）前年同月の売上高＊２ 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高  円  円 

 

                                      【数値基準】 

 最近１か月間の売上高の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００減少率        ％ ≧ ５％以上 

 

＊１「（Ａ）最近１か月間の売上高」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれ

かの月を最近１か月間とした売上高をご記入ください。 

＊２「（Ｂ）前年同月の売上高」には、「（Ａ）最近１か月間の売上高」の前年同月の売上高をご記

入ください。 

（注）１．売上高は、決算書、試算表、売上台帳等の資料に基づき正確にご記入ください。 

   ２．信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承

ください。 

   ３．％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。 

                                             

（金融機関使用欄） 

 申込金融機関として、申込人が本資金所定の売上高減少要件を満たしていることを確認してお

ります。 

                                令和  年  月  日 

                金融機関本・支店名 

 

                代表者名                         



様式４４－２ 

【要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経営改善おうえん特例】用】 

                           令和  年  月  日 

売上高総利益率減少要件確認書 
住  所 
法 人 名 

代 表 者 名 

又は氏名                           

 私は、要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経営改善おうえん特例】（以下「本資金」という。）を利用す

るにあたり、本資金所定の売上高総利益率減少要件を満たしていることを宣誓いたします。                               

＜利益率減少要件＞ 

 次の（１）、（２）又は（３）のいずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。 
 （注）利益率の（Ｂ）がプラスで（Ａ）がマイナスの場合や、（Ａ）（Ｂ）がどちらもマイナスで、（Ａ）のマイナス幅

が（Ｂ）より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。なお、（Ｂ）がマイナスで（Ａ）がプラス
の場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。 

□（１）「（Ａ）最近１か月間の売上高総利益率」が「（Ｂ）前年同月の売上高総利益率」と比較して５％以上減少してい

ること。 

 （Ａ）最近１か月間の売上高総利益率＊１ （Ｂ）前年同月の売上高総利益率＊２ 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高総利益率  円  円 

                                        【数値基準】 

 売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００      減少率             ％  ≧  ５％以上 

 

□（２）「（Ａ）最近１か月間の売上高総利益率」が「（Ｂ）直近決算の売上高総利益率」と比較して５％以上減少してい

ること。 

 （Ａ）最近１か月間の売上高総利益率＊１ （Ｂ）直近決算の売上高総利益率 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高総利益率  円  円 

                                        【数値基準】 

 売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００       減少率         ％  ≧  ５％以上 
 

□（３）「（Ａ）直近決算の売上高総利益率」が「（Ｂ）直近決算前期の売上高総利益率」と比較して５％以上減少してい

ること。 

 （Ａ）直近決算の売上高総利益率 （Ｂ）直近決算前期の売上高総利益率 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高総利益率  円  円 

                                        【数値基準】 

 売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００       減少率         ％  ≧  ５％以上 

 
＊１「（Ａ）最近１か月間の売上高総利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を最近

１か月間とした売上高総利益率をご記入ください。 

＊２「（Ｂ）前年同月の売上高総利益率」には、「（Ａ）最近１か月間の売上高総利益率」の前年同月の売上高総利益率を

ご記入ください。 

（注）１．売上高総利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。 

   ２．売上高総利益率は、「売上総利益÷売上高×１００」にて算出してください。 

   ３．直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。 

   ４．「売上高総利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありませ

ん。 

   ５．信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。 

   ６．％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。                  

（金融機関使用欄） 

 申込金融機関として、申込人が本資金所定の売上高総利益率減少要件を満たしていることを確認しております。 

                                令和  年  月  日 

                         金融機関本・支店名 

                         代表者名                         



様式４４－３ 

【要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経営改善おうえん特例】用】 

                           令和  年  月  日 

売上高営業利益率減少要件確認書 
住  所 
法 人 名 

代表者名  

又は氏名                            

 私は、要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経営改善おうえん特例】（以下「本資金」という。）を利用す

るにあたり、本資金所定の売上高営業利益率減少要件を満たしていることを宣誓いたします。                               

＜利益率減少要件＞ 
 次の（１）、（２）又は（３）のいずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。 
 （注）利益率の（Ｂ）がプラスで（Ａ）がマイナスの場合や、（Ａ）（Ｂ）がどちらもマイナスで、（Ａ）のマイナス幅

が（Ｂ）より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。なお、（Ｂ）がマイナスで（Ａ）がプラス
の場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。 

□（１）「（Ａ）最近１か月間の売上高営業利益率」が「（Ｂ）前年同月の売上高営業利益率」と比較して５％以上減少し

ていること。 

 （Ａ）最近１か月間の売上高営業利益率＊１ （Ｂ）前年同月の売上高営業利益率＊２ 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高営業利益率  円  円 

                                         【数値基準】 

 売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００      減少率             ％  ≧  ５％以上 
 

□（２）「（Ａ）最近１か月間の売上高営業利益率」が「（Ｂ）直近決算の売上高営業利益率」と比較して５％以上減少し

ていること。 

 （Ａ）最近１か月間の売上高営業利益率＊１ （Ｂ）直近決算の売上高営業利益率 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高営業利益率  円  円 

                                         【数値基準】 

 売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００       減少率         ％  ≧  ５％以上 

 

□（３）「（Ａ）直近決算の売上高営業利益率」が「（Ｂ）直近決算前期の売上高営業利益率」と比較して５％以上減少し

ていること。 

 （Ａ）直近決算の売上高営業利益率 （Ｂ）直近決算前期の売上高営業利益率 

年 月 令和  年  月 令和  年  月 

売上高営業利益率  円  円 

                                         【数値基準】 

 売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００       減少率         ％  ≧  ５％以上 

 
＊１「（Ａ）最近１か月間の売上高営業利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を最

近１か月間とした売上高営業利益率をご記入ください。 

＊２「（Ｂ）前年同月の売上高営業利益率」には、「（Ａ）最近１か月間の売上高営業利益率」の前年同月の売上高総利益

率をご記入ください。 

（注）１．売上高営業利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。 

   ２．売上高営業利益率は、「営業利益÷売上高×１００」にて算出してください。 

   ３．直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。 

   ４．「売上高営業利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありま

せん。 

   ５．信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。 

   ６．％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。                  

（金融機関使用欄） 

 申込金融機関として、申込人が本資金所定の売上高営業利益率減少要件を満たしていることを確認しております。 

                                令和  年  月  日 

 

                         金融機関本・支店名 

                         代表者名                         

 



 
                  

                                           

 
        

  

 
 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


